
公
益
財
団
法
人 

山
形
霊
園
使
用
規
程 

第
一
条 

公
益
財
団
法
人
山
形
霊
園
（
以
下
「
本
霊
園
」
と
記
す
）
の
墓
地
等
の
施
設
を
使
用
す
る
も

の
は
本
霊
園
規
程
に
従
う
も
の
と
す
る
。 

第
二
条 

本
霊
園
の
施
設
は
本
霊
園
が
管
理
運
営
す
る
。 

第
三
条
の
一 
本
霊
園
の
施
設
を
使
用
す
る
者
は
本
霊
園
が
定
め
た
永
代
使
用
料
を
定
め
ら
れ
た
期
日 

 
 

ま
で
に
本
霊
園
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

二 

本
霊
園
は
い
か
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
納
付
さ
れ
た
永
代
使
用
料
は
返
還
し
な
い
。 

第
四
条 

墓
地
使
用
者
は
本
霊
園
が
定
め
た
年
間
管
理
料
を
毎
年
六
月
二
六
日
ま
で
に
本
霊
園
に
納

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
条 

墓
地
使
用
者
に
関
す
る
墓
地
承
継
者
の
名
義
替
え
、
本
籍
、
現
住
所
、
電
話
番
号
、
連
絡
者

情
報
等
の
変
更
の
際
は
書
面
を
本
霊
園
に
す
み
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
六
条 

墓
地
使
用
者
は
焼
骨
を
埋
葬
す
る
際
は
市
町
村
の
発
行
し
た
埋
葬
許
可
書
、
又
は
改
葬
許
可

書
を
提
出
し
、
本
霊
園
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
七
条 

墓
地
使
用
者
は
本
霊
園
が
法
律
の
規
程
に
基
づ
い
て
備
え
た
図
面
、
帳
簿
書
類
等
を
閲
覧
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
本
霊
園
は
閲
覧
等
を
拒
絶
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

第
八
条 

墓
地
使
用
者
は
そ
の
使
用
権
を
第
三
者
に
譲
渡
又
は
転
貸
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
相
続
に

よ
り
墓
地
使
用
権
を
継
承
す
る
者
は
相
続
を
証
す
る
書
面
を
提
出
し
、
本
霊
園
の
承
認
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
九
条 

墓
地
使
用
者
が
何
ら
か
の
理
由
で
使
用
権
を
放
棄
す
る
と
き
は
本
霊
園
に
使
用
許
可
書
を

返
還
し
、
埋
葬
焼
骨
が
あ
る
と
き
は
本
霊
園
に
改
葬
許
可
書
を
提
出
し
、
６
ヶ
月
以
内
に
焼

骨
、
墓
碑
等
を
撤
去
し
、
原
状
回
復
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
条 

墓
地
使
用
者
が
使
用
権
を
放
棄
し
た
場
合
、
そ
の
墓
地
の
使
用
権
は
本
霊
園
に
帰
属
す
る
。 

第
十
一
条
の
一 

本
霊
園
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
、
墓
地
使
用
者
の
墓
地
使
用
権
を
取
り
消
す
こ
と 

 
 

が
で
き
る
。 

 
 

一
、
何
の
意
思
表
示
も
な
く
三
年
間
無
届
け
の
ま
ま
管
理
料
の
納
付
が
な
い
場
合 

 

二
、
墓
地
使
用
者
が
第
八
条
に
違
反
し
て
第
三
者
に
譲
渡
又
は
転
貸
し
た
場
合 

 

三
、
墓
地
使
用
者
が
死
亡
し
二
年
経
過
し
て
も
新
た
な
墓
地
使
用
者
が
定
ま
ら
な
い
場
合 

第
十
一
条
の
二 

本
霊
園
が
第
十
一
条
の
一
で
墓
地
使
用
権
を
取
り
消
す
時
は
、
原
則
と
し
て
墓
地
使
用
者
に

 
 

書
面
で
通
知
す
る
。
使
用
者
の
生
死
、
所
在
が
判
明
で
き
な
い
場
合
で
調
査
が
困
難
な
と
き

 
 

は
、
本
霊
園
の
定
め
る
期
日
に
お
い
て
前
条
の
取
り
消
し
が
な
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。 

第
十
二
条 

本
霊
園
が
前
条
に
よ
り
墓
地
使
用
権
を
取
り
消
し
た
時
は
、
法
律
の
規
程
に
基
づ
い
て
改
葬

手
続
を
と
り
永
代
供
養
塔
に
納
骨
す
る
。但
し
、戒
名
、俗
名
を
記
載
す
る
こ
と
も
で
き
る
。 

第
十
三
条 

本
霊
園
は
理
事
会
の
承
認
を
得
て
山
形
霊
園
規
程
細
則
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、

本
霊
園
規
程
に
反
し
て
細
則
を
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

第
十
四
条 

本
霊
園
規
程
を
改
正
す
る
場
合
は
、
評
議
委
員
会
で
審
議
し
理
事
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

第
十
五
条 

本
規
程
は
平
成
三
一
年
（
二
〇
一
九
年
）
四
月
一
日
よ
り
実
施
す
る
。 

 
 



第 

〇 

号 

 
山
形
霊
園
使
用
許
可
書 

 

一
、
墓
地
名 

 
山
形
霊
園 

一
、
使
用
場
所 

山
形
市
飯
田
向
山 

イ 
区 

〇 

号 

一
、
使
用
面
積 

四
平
方
米 

 
 

 

本
籍  

山
形
県
山
形
市
飯
田
五
丁
目
一
三
〇
九
ー
九 

住
所  

山
形
県
山
形
市
飯
田 

五
ー
二
五
ー
七 

 
 

 

氏
名  

山 

形 
 

 

霊 

園 
 

 
殿 

 
 

 

右
の
墓
地
は
山
形
霊
園
使
用
規
程
に
よ
り
許
可
い
た
し
ま
す
。 

  

平
成
三
一
年
（
二
〇
一
九
年
）
四
月
一
日 

公
益
財
団
法
人 

山
形
霊
園 
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